
地球規模対応
際科学技術協国際科学技術協力について

JICAJICA

科学技術協力事業によるプロジェクトの実施体制科学技術協力事業によるプロジェクトの実施体制

JICA 相手国政府 究機関議議事録JICA 相手国政府／研究機関討議議事録（R/D）
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JST 日本：研究代表機関

日本：共同研究機関

委託研究契約

日本：共同研究機関



科学技術協力事業は新たな事業であるものの、開発
途上国との協力関係の構築には、既存のODA技術
協力の制度を活用する。

１ 日本 相手国政府間の国際約束に基づいて実施１．日本・相手国政府間の国際約束に基づいて実施
→相手国の研究機関のみならず、政府のコミットメント無しに
は成立しない。

２．相手国が実施する事業を日本が支援するという基本スタン
ス

→相手国側の自助努力 応分の経費負担 事業を円滑に進→相手国側の自助努力、応分の経費負担、事業を円滑に進
めるための各種便宜供与を先方に求める。

案件採択からプロジェクト開始までのプロセス
標準的

所要期間注）

詳細計画策定調査準備（打合せ／勉強会、コンサルタント調達、
調査団派遣手続き、対処方針会議等）

↓

2ヶ月程度

↓
詳細計画策定調査、ミニッツ（M/M）の署名

↓
JICA内での事前評価・実施承認手続

0.5～1ヶ月程度

1 5ヶ月程度JICA内での事前評価 実施承認手続
↓

討議議事録（R/D）の署名
↓

1.5ヶ月程度

0.5ヶ月程度
↓

国際約束の締結（口上書交換）、JSTと研究機関との委託研究
契約、JICAと研究代表機関との取極め締結、業務調整専門家

の選考 派遣手続き等のプ ジ クト開始準備

1～2ヶ月程度

の選考・派遣手続き等のプロジェクト開始準備
↓

プロジェクト開始
注）実際の所要期間は注）実際の所要期間は
案件によって異なる



プロジェクトの実施体制

プ ジ ク ダイ クタ ドバイザ

相手国側 日本側

プロジェクト・ダイレクター

→プロジェクトの最高責任者

チーフ・アドバイザー

→プロジェクト・ダイレクター、

マネ ジ の助言 指

プロジェクト・マネージャー

マネージャーへの助言・指
導

→日々の運営管理責任者

専門家（日本側研究者） カカウンターパート（相手国側
研究者）：プロジェクト（研究）
活動を実施

専門家（日本側研究者）：カ
ウンターパートへの技術的
助言・指導活動を実施 助言 指導

プロジェクトの運営管理 モニタリング・評価プロジェクトの運営管理、モニタリング 評価

合同調整委員会
・年１回＋必要に応じて随時開催
・プロジェクトの年間活動計画の策定・進捗管理
プロジ クト実施上の問題点 懸案事項に いて協議・プロジェクト実施上の問題点・懸案事項について協議

・議長はプロジェクト・ダイレクター

モニタリング・評価
・合同調整委員会 定期報告書によるモニタリング・合同調整委員会、定期報告書によるモニタリング
・必要に応じ日本から調査団を派遣して進捗確認

・プロジェクト開始前に事前評価、協力期間の半ばに日本からジ ク 開始前 事前評価、協力期間 半ば 本 ら
調査団を派遣して中間レビュー

・プロジェクト終了数ヶ月前に日本から調査団を派遣して終了
時評価時評価


